
加工用ばれいしょの産地化に向けた取組みに必要な経費を助成します。

事業の内容

農業協同組合、農業者の組織する団体等

事業主体

R8.3.17 熊本県 農産園芸課

申込期限 令和8年3月２7日（金）
熊本県広域本部（地域振興局） 農業普及・振興課 必着

お問合せ先 熊本県 農林水産部生産経営局 農産園芸課 TEL 096-333-2392

加工用ばれいしょの産地化を支援します！
くまもと露地野菜シェア拡大支援事業

（加工用ばれいしょ産地強化支援）

取組内容 補助対象経費 補助率

・栽培実証
・栽培実証費
（種苗費、機械のリース又はレン
タル費、資機材費、燃料費等）
※取得金額が３万円未満の資機材
であること（消耗品は除く） １/２以内

【上限補助額800千円/団体】

・産地等事例調査 ・事例調査経費

（旅費、資料印刷費等）

・資料購入経費 等

取り組み事例

・産地等事例調査

先進産地での機械
化一貫体系等を現
地調査 等

・栽培実証

機械化体系の検討や
複合品目との組み合
併せの検討 等

・加工用ばれいしょの産地化が見込まれる取組みであること
・実需者との連携及び関係機関等との指導体制が図れること

要件
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